
  

埼玉県央広域事務組合告示第１４号  
 

  建設工事について、下記のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令第

１６７条の６の規定に基づき公告する。 

  なお、本公告に記載のない事項については埼玉県央広域事務組合建設工事請負一

般競争入札（事後審査型）試行要綱の規定によるものとする。 

 

 令和７年７月３日 

 

           埼玉県央広域事務組合管理者 並 木 正 年 

 

記 

 

１ 入札対象工事 

（１） 工 事 名 消防本部・鴻巣消防署仮眠室個室化工事 

（２） 工 事 場 所 鴻巣市箕田１６３８番地１  

（３） 工 事 期 間 契約締結の日から令和７年１２月２２日まで 

（４） 予 定 価 格 事後公表とする。 

（５） 最 低 制 限 価 格 設定する。最低制限価格未満の入札をした者は失格とする。 

（６） 工 事 概 要 設計図書等のとおり 

（７） 入 札 保 証 金 免除 

（８） 契 約 保 証 金 請負契約額の１００分の１０以上（免除規程あり） 

（９） 支 払 条 件 完成払い 

            前払金あり（請負契約額の４０パーセント以内とし、１０ 

      万円未満は切り捨てる。） 

            部分払 なし 

 

２ 入札に参加できる者の形態 

  単体企業とする。 

 

３ 入札参加に必要な格付等の条件 

入札参加に必要な条件は、次のとおりである。 

（１） 本組合市管内（鴻巣市、桶川市、北本市）に契約権限を持つ本店を有する者



  

であること。 

（２）  組合市の令和７・８年度建設工事等に関する競争入札参加資格者名簿  

（以下「資格者名簿」という。）において、建築工事業の業種で登録があり、入

札日の直近の経営事項審査の審査基準日の経営事項審査結果通知書における総合

評価値（Ｐ）が５５０点以上１０００点未満の者であること。 

 

４ 入札に参加する者に必要な資格 

  この工事の入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりとする。 

 (１) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者 

 (２) 公告の日から落札決定の日までの期間に、組合市の建設工事等の契約に係る   

 入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者 

 (３) 公告の日から落札決定の日までの期間に、組合市の契約に係る暴力団排除措

 置要綱に基づく指名除外措置を受けていない者であること。 

(４) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律

 第２２５号）の適用を申請した者にあっては、会社更生法又は民事再生法に基

 づく裁判所からの更生手続開始又は再生手続開始の決定がされており、かつ、

 組合市の再審査を受け、公告日に入札参加資格を有する者であること。 

 (５) 開札日から１年７箇月前の日以降の日を審査基準日とする法第２７条の２３

 第１項の規定による経営事項審査を受けていること。ただし、前号に該当する

 者にあっては、手続開始決定の日以降のものであること。 

 (６) 配置予定の技術者 

   ア 入札に参加を希望する者は、法に規定された資格を有する者を、主任技術  

    者として当該工事に配置できること。 

   イ 落札候補者となった時点で配置予定技術者が特定できないときは、複数の 

    候補者を一般競争入札参加資格確認申請書に記載し、提出すること。 

   ウ 現場代理人は、建設工事で従事した経験を有する者を選任すること。 

 

５ 入札参加資格の有無の確認 

  埼玉県央広域事務組合建設工事請負一般競争入札（事後審査型）試行要綱に基づ

き、入札執行後に確認する。 

 

６ 参加申込書の提出 

  入札参加希望者は、次に示す期間内に一般競争入札参加申込書を、経営事項審査 



  

  結果通知書の写しを添付し、持参により２部提出すること。 

（１） 提出期間及び場所 

  ア 提出期間 

令和７年７月３日（木）から令和７年７月１８日（金）まで（休日等を除

く。）の午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までは除く。） 

  イ 提出場所 

埼玉県央広域事務組合事務局総務課 

（２） 参加申込書を受理したときは、当該入札参加希望者に対しその写しを交付す

る。ただし、当該入札参加希望者が、提出の時点で明らかに入札参加資格がな

いと認められるときは、参加申込書を受理しない。 

 

７ 入札執行の日時及び場所 

  次のとおりとする。ただし、変更するときがある。この場合は、埼玉県央広域 

事務組合ホームページにおいて告知を行う。 

（１） 入札日時 

    令和７年７月２２日（火）午後２時３０分 

（２） 入札場所 

    埼玉県央広域事務組合３階災害対策室 

 

８ 設計図書等 

  設計図書及び仕様書等（以下「設計図書等」）の貸与は、次のとおりとする。 

（１） 設計図書等は電子ファイルにより、「参加申込書」に貸出しを希望する旨を

記載し、貸出しを受けることができる。 

  ア 貸出場所 

    埼玉県央広域事務組合事務局総務課 

  イ 貸出期間 

    本件入札の公告の日から令和７年７月１８日（金）まで（休日等を除く。）

の午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までは除く。） 

  ウ 返却 

    貸し出した設計図書等は、入札日に回収するので、持参により返却すること。 

 

９ 設計図書等に関する質問 

設計図書等に関して質問がある場合は、質問書をＦＡＸ又はメールで提出すること。  



  

 なお、ＦＡＸを送信した際は、必ず電話で着信確認を行うこと。 

（１） 受付期間 

令和７年７月３日（木）から令和７年７月１１日（金）（休日等を除く。）

の午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までは除く。）ただし、令和

７年７月１１日（金）については正午までとする。 

（２） 提出先 

    埼玉県央広域事務組合事務局総務課 

    ＦＡＸ ０４８－５９７－３６７６ 

メール soumu@ken-o.or.jp 

（３） 質問に対する回答 

質問に対する回答は、組合ホームページに掲載する。 

    掲載期間 

    令和７年７月１６日（水）正午から入札日まで 

 

１０ 現場説明会 

   開催しない。 

 

１１ 契約の時期 

   落札決定日から７日以内 

 

１２ 入札金額見積内訳書 

   入札時に提出すること。 

 

１３ 入札に関する注意事項 

（１） 入札参加申込者の確認 

    入札参加申込者は、参加申込書を持参すること。 

（２） 入札会場入場者 

    入札会場入場者は、各者入札を行う者１人のみの入場とする。 

（３） 入札書に記載する金額 

    落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に

相当する額を加算した額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にか

かわる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望



  

金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

（４） 提出書類 

  ア 入札書（組合が指定する書式） 

  イ 入札金額見積内訳書（組合が指定する書式） 

  ウ 代理人をして入札させる場合は、委任状（組合が指定する書式） 

（５） 入札の執行 

入札に参加する者の数が２者に満たないときは、入札を執行しないものと 

する｡ 

（６） 入札回数 

再度入札は２回までとする。 

 

１４ 落札者の決定 

（１） 開札において、組合の定めた予定価格以下で、最低制限価格以上の有効な最   

低価格をもって入札した者を、落札候補者（以下「落札候補者」という。）と   

する。 

（２） 落札候補者は、入札参加資格の確認のため、落札候補者として決定された日   

の翌日から起算して原則として２日以内（休日等を除く。）に下記に示す書類

を埼玉県央広域事務組合総務課へ提出すること。 

  ア  一般競争入札参加資格確認申請書（様式第５号） 

  イ  一般競争入札参加資格確認申請書に記載された必要資料（様式第５号の内容

を確認できる資料） 

  ウ  配置予定技術者の雇用、従事経験を証するもの（施工証明書等） 

（３） 落札候補者に対しての入札参加資格の確認に基づく落札の可否については、   

入札参加確認書類の提出期限の翌日から起算して７日以内（休日等を除く。）

に連絡する。ただし、入札参加資格の確認に疑義が生じた場合等は、この限り

でない。 

 

１５  その他 

（１） 本公告に記載のない事項については、組合ホームページに掲載してある埼玉  

県央広域事務組合建設工事請負一般競争入札（事後審査型）試行要綱、埼玉県

央広域事務組合一般競争入札参加者心得及び入札参加者の遵守事項等の規定に

よるものとする。なお、入札参加者は入札後、この公告、設計図書等、現場等

についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 



  

 （２） 提出された確認資料等は返却しない。 

 

１６  この公告に関する問い合わせ先 

   埼玉県央広域事務組合事務局総務課 

   電 話 ０４８－５９７－２００１ 

   ＦＡＸ ０４８－５９７－３６７６ 


